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総合型企業年金に対する公認会計士による 

合意された手続等の導入に関する要望 

 

平成３０年４月１９日 

企業年金連合会 

 

 

社会保障審議会企業年金部会においては、確定給付企業年

金のガバナンスについて議論が行われており、その中で、総

合型ＤＢ基金への対応として、会計監査に関する論点が提示

されているところです。 

第１９回社会保障審議会企業年金部会で示された論点を

踏まえた厚生労働省からの提案に対して、政策委員会総合型

企業年金小委員会において、別添のとおり要望事項がとりま

とめられましたので、よろしくお願いいたします。  
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平成３０年４月１９日 

総合型企業年金に対する公認会計士による 

合意された手続等の導入に関する要望 

政策委員会総合型企業年金小委員会 

 

社会保障審議会企業年金部会において、確定給付企業年金のガバ

ナンスについて議論が行われており、そのうちの総合型ＤＢ基金に

おける会計の正確性に関する論点について、厚生労働省より公認会

計士による合意された手続等の導入について提案がなされておりま

す。 

他方、総合型厚生年金基金が総合型ＤＢ基金へ移行する際には、実

施事業所数、加入者数及び資産額等が減少する中で、実施事業主及び

基金事務局は、企業年金の存続・維持に向けて、コスト削減を図ると

ともに、その事業運営に際して、ガバナンスの強化についても適正な

取扱いに努めているところです。 

また、参議院厚生労働委員会による「公的年金制度の健全性及び信

頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に対

する附帯決議」（平成２５年６月１８日）において「基金から他の企

業年金等への移行については、基金の母体企業の多くが中小企業で
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あることに鑑み、現行の企業年金制度の手続面での改善等を含め、移

行のための支援策を拡充すること」とされており、厚生労働省におい

ても、その趣旨に沿って、移行後も含め、適切な措置を講ずることが

求められております。 

このような中、公認会計士による合意された手続（以下「ＡＵＰ」

という。）については、その着眼点、基準等の手続の詳細について、

公認会計士協会、厚生労働省及び総合型ＤＢ基金関係者が連携しな

がら検討することとされたことから（第１９回社会保障審議会企業

年金部会資料６）、企業年金連合会政策委員会総合型企業年金小委員

会の場において、厚生労働省と議論を重ねてきておりますが、双方の

認識に依然隔たりがあるところです。このため、本件につきまして、

現場の意見を踏まえた現実的な措置を検討いただくよう、以下のと

おり要望いたします。 
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○ 公認会計士による合意された手続（ＡＵＰ）の導入について 

【ＡＵＰの実施は基金の任意とすべき】 

・ 第１９回の社会保障審議会企業年金部会（以下「企業年金部会」

という。）における総合型ＤＢ基金の会計の正確性の確保の論点

において、「総合型ＤＢ基金の監事監査に帯同する等の形で公認

会計士による合意された手続（ＡＵＰ）を導入し、総合型ＤＢに

おける内部統制の向上を図ることとしてはどうか」という提案が

示されている。 

・ 一方で、総合型ＤＢ基金においては、監事及び監査補助員によ

る毎月の月例監査及び総合監査や、税理士による財務諸表等の確

認を実施している基金も少なくない。したがって、基金事務局の

緊張感を醸成するとともに誤謬や不正発生を防止することなど

は、必ずしもＡＵＰを導入しなくても実現可能であり、また、先

述の総合型ＤＢ基金の厳しい財政状況を踏まえると、費用対効果

の観点から全ての事業主の理解を得ることは難しい状況にある。 

・ さらに、公認会計士によるＡＵＰの価格については、総合型Ｄ

Ｂ基金と公認会計士との間の手続内容に関する任意の合意に基

づくものであるが、総合型ＤＢ基金と公認会計士との間には会計

監査に関する情報の非対称性が存在することから、合意した手続

内容が適正な水準を超えることによる上方バイアスが内在して

いる。また、全ての総合型ＤＢ基金に公認会計士によるＡＵＰの

実施を求めた場合、需要に対する十分な供給による競争原理を働

かす必要があるが、日本全国に分散する総合型ＤＢ基金のそれぞ

れに対し十分なＡＵＰ実施希望者が現れるということは全くの
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未知数である。このため、ＡＵＰの実施を求められている総合型

ＤＢ基金はその価格を拒否できず、公認会計士によるＡＵＰを適

正価格で実施することは困難となるおそれがある。 

・ したがって、ＡＵＰの実施は基金の任意とすべきと考えるが、

導入を想定した場合には、ＡＵＰの実施対象となる資産額の規模

を引き上げるなど、以下の点について、要望を行うものである。 

○ ＡＵＰの実施対象等について 

【ＡＵＰの実施対象となる資産額の規模を引き上げるべき】 

・ 第１９回の企業年金部会において、会計監査の導入事例として、

社会福祉法人のケースを参考として挙げており、厚生労働省とし

ては、総合型ＤＢ基金が社会福祉法人と同様に「社会的責任を負

っている」ことから、外部専門家による会計に関する確認が必要

とし、資産 20 億円超の基金についてＡＵＰを導入することとし

ている。しかしながら、社会福祉法人において会計監査の実施対

象を厚生労働省が検討した際には、「監査に対応できる事務処理

の態勢と監査費用の負担能力を考慮して基準を設定するととも

に、受入れ態勢の整備を促進することが必要」とされ、基準の設

定については、一定規模以上の法人とすることが必要であり、社

会福祉法人の実際の収益や負債の状況を検討した上で、収益 10

億円以上又は負債 20 億円以上とされたところである（結果とし

て社会福祉法人全体の約 10％が該当。第１１回社会保障審議会

福祉部会 資料２）。また、その実施対象についても、今後の会計

監査の実施状況等を踏まえ、段階的に施行することとされており

（第５回社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会 参考資料
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１）、平成３０年度は、収益 30 億円を超える法人又は負債 60 億

円を超える法人が政令で定められているに過ぎない。 

・社会福祉法人の場合、「収益 10 億円以上又は負債 20 億円以上」

は会計監査に対する事務処理態勢と負担能力に直結するように

設定されたものであるが、総合型ＤＢ基金の場合、資産の大部分

は年金資産であることから、「資産 20億円超」はＡＵＰに対する

事務処理態勢と負担能力に直結しない基準であるにもかかわら

ず、大部分の総合型ＤＢ基金がＡＵＰの実施対象となるものであ

る（総合型ＤＢ基金全体の約 70％が該当。平成２８年度決算ベー

ス）。 

・ しかし、設立から間もない総合型ＤＢ基金においては、事務費

積立金がないところからスタートすることから、解散した厚生年

金基金から残余財産の仮交付を受けて当面の事務費相当額を賄

うことや、基金役職員の給与を大幅に減額することなどにより事

務費を工面して、中小企業のための総合型ＤＢ基金の存続に向け

てたゆまぬ努力を行っているところである。また、企業年金基金

の設立の最低ラインは加入者数 300 名以上とされていることか

ら、加入者数が少なく、事務費掛金収入総額も少ない小規模な総

合型ＤＢ基金が相当数存在している。 

・ ＡＵＰに係る費用については、個々の契約によることとなり、

その金額は不確定であるが、本年４月１２日開催の当委員会の厚

生労働省作成資料では、その費用として 64万円～87万円と示さ

れたところであり、特に小規模な基金においては負担能力を超え

ることも考えられる。また、この試算は、日本公認会計士協会が
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公表している監査実施状況調査（平成２８年度）における総平均

単価（11,570円/時間）を基に算出しているが、この単価は公認

会計士以外の補助者も入ったものであり、ＡＵＰを実施する態勢

（公認会計士のみで行うかどうか）、ＡＵＰを実施する者が監査

法人か個人の公認会計士か等によりぶれが生じ、必要な費用が高

くなる可能性がある。あわせて、「手続についての合意に手間取

る」と「ＡＵＰ実施にかかるコストも高くなりやすい」とされて

いるが、ＡＵＰ実施者と依頼者が契約で定める具体的手続（合意

された手続）の標準例やＡＵＰ実施手順の基準例がないことから、

制度的にこの試算以上の額となる可能性を内包している。 

・ さらに、総合型ＤＢに移行して間もない基金にとって、業務経

理から支弁することは事務費掛金の引き上げに直結するケース

が多く、先述の費用対効果の観点も含め、事業主の理解を得るこ

とは容易ではない。 

・ したがって、総合型ＤＢ基金に対するＡＵＰ導入の検討にあた

っては、その「事務処理態勢」や「負担能力」を十分に踏まえ、

ＡＵＰの実施対象となる資産額の規模を引き上げていただきた

い。 

【ＡＵＰの実施について一定期間猶予するなどの経過措置を講じるべき】 

・ また、先述のとおりＡＵＰの導入については基金の任意とすべ

きと考えるが、仮にＡＵＰを実施する場合には、総合型ＤＢ基金

の運営全般が安定するまでの間は、基金設立を認可した地方厚生

（支）局において会計を含めた総合的な監督を行い、それまでの

間、ＡＵＰの実施を猶予するなどの経過措置を講じていただきた
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い。 

○ ＡＵＰのチェックポイントについて 

【チェックポイントについては、各基金の実情に応じて、ＡＵＰ実施者との

個々の契約で決定すべき】 

・ ＡＵＰの具体的手続については、「ＡＵＰ実施者（公認会計士等）

とＡＵＰ依頼者（総合型ＤＢ基金）が個々の契約で定めることと

なるが、今般の総合型ＤＢ基金での実施に際しては、最低限実施

すべきチェックポイントを設けること」とされており、現時点で

は１４のチェックポイントが示されている。 

・ しかし、チェックポイントの重要性は各基金の年金実務などの

違いによって異なるものと考えられることから、チェックポイン

トについても、各基金の実情に応じて、ＡＵＰ実施者との個々の

契約で決定するものとしていただきたい。 

【小規模な総合型ＤＢ基金について、より長い期間をかけて実施する取扱

いを可能とすべき】 

・ また、チェックポイントに対応する手続の実施については「ま

ずは毎期に必ず実施する手続と各年度の重点領域を設け、複数年

かけて手続を実施することとしてはどうか」と提案されているが、

上記「複数年」について、各基金の事務処理態勢と監査費用の負

担能力を踏まえ、小規模な総合型ＤＢ基金については、より長い

期間をかけて実施する取扱いが可能となるものとしていただき

たい。 
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○ ＡＵＰに係る費用の財源について 

【ＡＵＰに係る費用については、年金経理及び業務経理のいずれかからも

支出できることとすべき】 

・ ＡＵＰのチェックポイントには業務経理に関する内容だけでな

く、年金給付や運用資産に関するものも含まれており、信託銀行

や生命保険会社に委託している業務の範囲と強く関連している

と考えられるが、これら信託銀行や生命保険会社への業務委託費

は年金経理及び業務経理のいずれからも支出することが認めら

れている。この取扱いは、平成９年に厚生年金基金の事業運営基

準の見直しが行われた際に、業務委託費について「今後は、基金

の自己責任と自主的な判断に基づき、その委託業務の範囲につい

ては、個々の基金が実情に応じ円滑な事業運営に留意して定める

こと」とされた上で、年金経理又は業務経理のいずれかの経理に

おいて支出するかは、個々の基金において決定することとされた

ことに基づいている。（「厚生年金基金における業務委託等の取り

扱いについて（通知）」平成９年６月３０日企国発第３７号厚生

省年金局企業年金国民年金基金課長通知） 

・ したがって、ＡＵＰに係る費用については、業務委託費そのも

のに含める又は各基金の負担能力に応じ、受託会社への業務委託

費と同様に、年金経理及び業務経理のいずれかからも支出できる

こととしていただきたい。 
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○ ＡＵＰの実施者について 

【厚生労働省において合意された手続の標準例等を策定し、公認会計士

以外の者でも実施可能とすべき】 

・ ＡＵＰの実施者については、「原則、公認会計士又は監査法人（以

下：公認会計士等）とし、公認会計士等と同等水準で業務を遂行

できる場合に限り公認会計士等以外の者でも実施可能とする」と

されている。 

・しかしながら、同等水準とは「公認会計士協会 監査・保証実務

委員会 専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実

務指針」に従い業務を実施した場合と同等水準を意味」するもの

とされ、要件として、「会計監査の実務経験を有すること」、「実

務指針を熟知し、その内容を委託者に適格に説明でき、実務指針

に準じて手続を実施できること」などが示されている。 このた

め、「公認会計士等と同等水準で業務を遂行できる」者は実質的

に公認会計士及び監査法人に限られ、税理士等の公認会計士以外

の者がＡＵＰを実施することは、極めて困難と考えられる。 

・ また、先述のとおり、総合型ＤＢ基金と公認会計士との間の情

報の非対称性や競争原理の点から、ＡＵＰの実施について適正価

格が形成されないおそれがある。 

・ したがって、ＡＵＰの実施に際しては、上記要件を付するので

はなく、総合型ＤＢ基金とＡＵＰ実施者との間の手続内容に関す

る任意の合意に基づくものという考え方の下、厚生労働省におい

て、ＡＵＰの実施者と依頼者が契約で定める具体的手続（合意さ
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れた手続）の標準例やＡＵＰ実施手順の基準例を策定していただ

くことで対応可能であり、これにより、公認会計士以外の者が実

施可能となるとともに適正価格の形成にも寄与すると考える。 

【厚生労働省において費用負担が可能な範囲で質の高いＡＵＰ実施適格

者を安定的に提供する仕組みを確立すべき】 

・ また、ＡＵＰ実施者については、当該者が適格な者であるかど

うかを総合型ＤＢ基金が一義的に判断することは困難であるこ

とから、厚生労働省において、費用負担が可能な範囲で質の高い

ＡＵＰ実施適格者を安定的に提供する仕組みを確立し、その適正

な実施に責任を持った上で、ＡＵＰを実施すべきであると考える。 

以上 


